
 

【個別注記表】（平成 22 年 3 月期） 

 

1．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

（１）資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券の評価の方法                                              

    子会社株式は移動平均法による原価法によっております。                             

    その他有価証券で、時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっており、評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定し、時価のないものは移動平均法による原価法によっております。       

                                                           

    ② たな卸資産の評価の方法                                             

    (イ)製品、仕掛品、原材料   総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により 

算定しております。 

(ロ)貯蔵品                   先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により 

算定しております。 
    
 

（２）固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く）                                         

    建物および機械装置については定額法、その他の有形固定資産は定率法であります。  

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物     ３年～50 年 

機械装置   ４年～15 年 

    

    ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

    自社使用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）による定額法を採用しております。 

 

    ③ リース資産 

    所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

    自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース資産は、有形固定資産に属する各科目に含めて計上しております。 

    

 

（３）引当金の計上基準 

    ① 貸倒引当金 

金銭債権の貸倒による損失に備えて、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性

を勘案して、回収不能見込額を計上しております。 

                 

② 賞与引当金 

従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。 

  

③ 事業再構築引当金 

ステンレス事業の再構築に伴う設備の解体撤去等に係る費用に備えるため、合理的に見込まれる金額を計上しております。   

 

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。                                                  

     なお、会計基準変更時差異（1,129 百万円) については、15 年による按分額を費用処理しており、数理計算上の差異について

は各発生年度の翌事業年度から平均残存勤務期間以内において定額法による費用処理をすることとしております。 

 

    （会計方針の変更） 

     当事業年度より「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第 19 号 平成 20 年７月 31 日）を適

用しております。 

     数理計算上の差異を翌事業年度から償却するため、これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益与える影響はありま

せん。 

     また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高は 15 百万円であります。 

                      

⑤ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。 

 

 

 

 

 

 



 

 

（４）リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転するものと認められる以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会

計基準第 13 号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に

準じた会計処理によっております。 

 

  

（５）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては特例処理によっており、ヘッジの有効性の判定は省略しております。 

 

②ヘッジ対象と方針 

借入金について、その金利変動のヘッジ手段として金利スワップ取引を採用しております。当社はヘッジの対象となる 資

産又は負債を有するものに限り、これに係るリスクを回避し効率的に管理する手段としてデリバティブ取引を採用しており、

金利の変動が損益に与える影響を軽減することを目的としております。 

   

（６）消費税等の処理方法 

     消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

 

 

 

２．貸借対照表に関する注記 

（１）有形固定資産の減価償却累計額                                 6,885   百万円 

 

 

（２）関係会社に対する債権・債務      短期金銭債権                       868   百万円      

                       長期金銭債権                      115   百万円      

                       短期金銭債務                       48   百万円      

 

 

（３）担保に供している資産         建物                         1,105   百万円      

                       機械装置                       3,364   百万円      

                       土地                           609   百万円      

                        計                        5,080  百万円 

 

上記に対する債務の金額 

                       短期借入金（１年以内に返済する長期借入金を含む）   3,840  百万円      

                       長期借入金                      1,362  百万円      

                       子会社の債務                     223  百万円      

                        計                        5,425  百万円 

  

 

（４）受取手形割引高                                       300  百万円 

  

                                                           

  （５）下記の関係会社の銀行借入金等に対し保証を行っております。 

               ㈱アールケー・エキセル               1,523   百万円 

               タカサゴスチール㈱                   172   百万円 

 

         

                

３．損益計算書に関する注記 

関係会社との営業及び営業以外の取引高 

            売上高                          997   百万円      

                       仕入高                           73   百万円      

                       営業取引以外の取引高                    14   百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．株主資本等変動計算書に関する注記 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数 

（千株） 

当事業年度増加株式数   

（千株） 

当事業年度減少株式数   

（千株） 

当事業年度末株式数 

（千株） 

普通株式（注）      30           4            - 34 

合計      30           4            - 34 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加 4 千株は単元未満株式の買取による増加であります。 

 

 

 

 

 

５．税効果会計に関する注記    

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳          (百万円) 

  繰延税金資産 

   賞与引当金損金算入限度超過額                      33 

   繰越欠損金                               773 

   退職給付引当金損金算入限度超過額                    298 

   役員退職慰労引当金繰入否認額                       23 

   たな卸資産評価損                            108 

その他                                  211 

  繰延税金資産小計                             1,448 

  評価性引当額                              △467 

繰延税金資産合計                                      981 

 繰延税金負債 

   その他有価証券評価差額金                         △0 

  繰延税金負債合計                                                                        △0 

  繰延税金資産の純額                                   980 

 

 

 

 

 

６．リースにより使用する固定資産に関する注記  

貸借対照表に計上した固定資産の他、製造設備・事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用して

おります。 

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

 取得価額相当額（百万円） 減価償却累計額相当額（百万円） 期末残高相当額（百万円） 

機械及び装置 764 180 583 

工具・器具及び備品 32 25  6 

その他                 9                4                4 

合計 805 210  595 

 

 

 

（２）未経過リース料期末残高相当額             （百万円） 

１年内                               55 

１年超                                          546 

         合計                                         601 

 

 

（３）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失   （百万円） 

        支払リース料                                      80 

        リース資産減損勘定の取崩額            93 

        減価償却費相当額                                  62 

        支払利息額相当額                                  19 

        減損損失                     93 

         

 

（４）減価償却費相当額の算定方法 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証のある場合は残価保証額）とする定額法によっております。 

 

 

（５）利息相当額の算定方法 

    リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。 

 



 

７．関連当事者との取引に関する注記  

  

    

属性 

     
会社等の名称 

 

    

住所 

 

資本金又

は出資金 

(百万円) 

事業の内容

又は職業 

議 決 権

等 の 所

有（被所

有）割合 

関係内容  

取引の内容 

 

取引金額 

(百万円) 

 

 

科目 

 

期末残高 

(百万円) 
役員

の兼

任等 

事 業 上

の関係 

その他の関

係会社（当該

その他の関

係会社の親

会社を含む） 

新日本製鐵

㈱ 

東 京 都

千 代 田

区 

419,524 

鉄 鋼 の 製

造・販売 

間接 

30.8% 

  
 － 

原 材 料

の購入 

普通鋼帯鋼、

特殊鋼帯鋼

の購入 

1,383 買掛金 834 

新日鐵住金

ステンレス

㈱ 

東 京 都

千 代 田

区 

5,000 

鉄 鋼 の 製

造・販売 

直接 

30.8% 

役員 

1 名 
原 材 料

の購入 

ステンレス

鋼の購入 2,844 買掛金 2,089 

法人主要株

主（当該法人

主要株主の

子会社を含

む） 

三井物産㈱ 東 京 都

千 代 田

区 
341,481 

諸商品に関

す る 貿 易

業、問屋業 

直接 

 

16.7% 
 － 

原 材 料

の購入 

ステンレス

鋼、普通鋼帯

鋼、特殊鋼帯

鋼の購入 

1,407 買掛金 834 

三井物産ス

チール㈱ 

東 京 都

港区 2,400 

鉄鋼製品に

関する貿易

業、問屋業 

－  － 

原 材 料

の購入 

ステンレス

鋼の購入 2,263 買掛金 1,898 

子会社 ㈱アールケ

ー・エキセル 

東 京 都

江東区 

482 

各種チェー

ン、二輪車

用リム及び

建築用金物

の製造販売 

直接 

 

100.0% 

役員 

２名 

債 務 保

証、資金

の援助 

 

債務保証 1,523 － － 

資金の貸付 

361 
短期貸付金 725 

長期貸付金 115 

受取利息 14 未収入金 0 

タカサゴス

チール㈱ 

大 阪 府

東 大 阪

市 
40 

ス テ ン レ

ス、特殊鋼

他の加工及

び販売 

直接 

 

100.0% 

役員 

２名 

債 務 保

証 

債務保証 

172 － － 

受取利息 0 － － 

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

    （１）新日本製鐵㈱・新日鐵住金ステンレス㈱からの原材料の購入は、三井物産㈱・三井物産スチール㈱その他計６商社を経由

して購入しており、取引金額等は商社に対する会計帳簿上の取引に基づいて記載しております。なお、価格は市場の実勢

価格で決定しております。 

（２）㈱アールケー・エキセル・タカサゴスチール㈱の債務保証は各社の銀行借入に対し行なったものであり、年率 0.1％の保

証料を受領しております。 

    （３）㈱アールケー・エキセルに対する受取利息は、資金の貸付に対する金利であり、利率は市場金利を勘案して合理的に決定

しております。 

    

   

 

８．1株当たり情報に関する注記 

（１）1株当たり純資産額                                     70 円 12 銭 

（２）1株当たり当期純損失                                       10 円 44 銭 

  


